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４　特定介護保険施設等における職員の取扱い
（１）特定介護保険施設等 (特別養護老人ホーム等 )における職員の場合

　①�　平成１８年３月３１日までに開設している特別養護老人ホーム等で「平成１８年４月１日以
後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」を提出している場合
　ア�　「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」を提出した特定介

護保険施設等においては、同一共済契約者における既加入職員（平成１８年３月３１日まで
に加入し引き続き被共済職員である者）のみ継続加入させるものとなりますので、以下の点
にご留意ください。

①�　平成１８年４月１日以後に採用された職員は加入できません。
②�　平成１８年４月１日以後に契約対象外施設等に異動（※）した職員及び平成１８年３月３１日までに契
約対象施設等に復帰しなかった職員は、当該施設等に配置換えとなっても制度上の復帰はできませんので、
制度上の退職又は契約対象外施設等異動のままとなります。
③�　同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成１８年４月１日以後に加入し、当該施設等に配置換
えをしてきた職員は、配置換えした日の前日をもって制度上の退職又は配置換えした日をもって契約対象
外施設等異動となります。
④�　既加入職員である平成１８年３月３１日までに同一共済契約者で加入した被共済職員の配置換えの場合
だけが、当該施設に加入できます。この場合、引き続き公的助成の対象となります。
⑤�　他の共済契約者に従事していた職員であって、継続異動を希望する場合であっても加入できません。（異
動前の共済契約者での退職となります。）
⑥�　他の共済契約者に従事していた職員であって、合算申出を希望する場合であっても加入できません。（異
動前の共済契約者での退職となります。）

（※�）契約対象外異動とは、異動前と復帰後の被共済職員期間が合算できる制度ですが、次のいずれの条件も
満たす必要があります。

　ア�　引き続き１年以上被共済職員である者（加入１年未満の職員は契約対象外異動できません。）
　イ�　５年以内に再び同一共済契約者が経営する共済契約対象施設に復帰する予定がある者
　※�契約対象外異動した職員は特定介護保険施設等に復帰しても公的助成の対象とはなりません。（新規加入
職員同様、単位掛金額の３倍が必要となります。）

① 新規加入 

② 契約対象外施設からの復帰 

③ H18.4.1 以後に加入した被共済職員の配置換え 

④ 既加入（H18.3.31 以前加入） 

×

○ 「平成１８年４月１日以後加入さ

せない届出(特別養護老人ホー

ム等)」を提出している特定介護

保険施設等

⑤ 継続異動 

⑥ 合算申出 

×

他の共済契約者から 

同一共済契約者内 
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イ�　「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」については、取下届（様
式については機構より送付します。）を機構に提出することにより、取り下げることができます。
この場合、届出日から加入要件を満たす職員は全て加入させなければなりませんので、遅滞な
く「被共済職員加入届」を提出してください。

　※�なお、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」については、平成
１８年度の制度改正時のみに受付けた届出であるので、遡って届出を受け付けることはできません
が、現在において平成１８年３月３１日までに開設している施設で、平成１８年４月１日以降の加
入について共済契約を部分解除する場合は、退職手当共済契約部分解除の手続きがこれに代わりま
す。

②�　平成１８年３月３１日までに開設している特別養護老人ホーム等で「平成１８年４月１日以後
加入させない届出 (特別養護老人ホーム等 )」を提出していない場合
ア�　既加入職員及び新規加入職員（平成１８年４月１日以後に在籍し、かつ、加入要件を満たし
ている以下の①から⑤までの者）は全て加入させなければなりません。

①�　平成１８年４月１日以後に採用された職員
②�　平成１８年４月１日以後に同一共済契約者の契約対象外施設等から復帰してきた職員
③�　同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成１８年４月１日以後に加入し、当該施設等に配置換
えをしてきた職員
④�　平成１８年４月１日以後に他の共済契約者の契約対象施設等から継続異動してきた職員
⑤�　被共済職員期間の合算申出を希望している職員

イ�　平成１８年４月１日以後に加入した被共済職員について「退職手当共済契約部分解除通知書」
を提出した場合、当該施設における既加入職員以外の職員については、「平成１８年４月１日」
を「解除日」と読み替えて、前記４の（１）の①のアの扱いとなりますのでご注意ください。

③�　平成１８年４月１日以後に特定介護保険施設等に分類される特別養護老人ホーム等を新たに経
営して加入を申し出る場合
� 機構に申し出て加入する特定介護保険施設等の既加入職員及び加入要件を満たす新規採用職員は、
施設・事業ごとに全員加入させなければなりません。

  

  

 

既加入職員（配置換え含む。）
平成１８年３月３１日までに加入した職員  

新規加入職員

引き続き公的助成の対象となります。 

公的助成対象外（単位掛金額の 3 倍）となります。 

「平成１８年４月１日以後加入さ

せない届出(特別養護老人ホ

ーム等)」を提出していない特

定介護保険施設等 
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※既加入職員だけで申し出ることはできません。
新規採用職員も含めて施設・事業ごとに加入要件を満たす職員全員が加入しなければなりません。
※�平成１８年４月１日以後に加入した被共済職員を対象とする部分解除を行うことはできません。

④�　介護保険の指定を受けた特別養護老人ホーム等であっても、特定介護保険施設等として申し出
ない場合
当該施設・事業に配置換えになる既加入職員については、引き続き被共済職員でいることはでき
ませんので、制度上の退職又は契約対象外異動の手続きをしてください。

※ただし、契約対象施設等に配置換えになったときは、その時から加入しなければなりません。

（２）特定介護保険施設等（障害者支援施設等）における職員の場合

　①�　平成２８年３月３１日までに開設している施設等で「平成２８年４月１日以後加入させない
届出（障害者支援施設等）」を提出している場合
　ア�　「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」を提出した特定介護保

険施設等においては、同一共済契約者における既加入職員（平成２８年３月３１日までに加
入し引き続き被共済職員である者）のみ継続加入させるものとなりますので、以下の点にご
留意ください。

配置換え後も引き続き公的助成の対象職員

となります。 

公的助成対象外（単位掛金額の３倍）の職

員です。 

 

新規採用職員 

平成１８年 4 月１日以後に採用した職員

既加入職員 
平成１８年３月３１日までに加入した職員

平成１８年４月１日以後新

たに特別養護老人ホーム

等を経営し、加入を申し

出る特定介護保険施設

等 

※加入させないことはできません。 

制度上の退職、又は契約対象外異動の手続き
引き続き被共済職員でいることはできません。

をお取りください。 

被共済職員とはなりません。新規採用職員 

既加入職員 
平成１８年３月３１日までに加入した職員 

平成１８年４月１日以後に採用した職員 

加入を申し出ない場合
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①�　平成２８年４月１日以後に採用された職員は加入できません。
②�　平成２８年４月１日以後に契約対象外施設等に異動（※）した職員及び平成２８年３月３１日までに契
約対象施設等に復帰しなかった職員は、当該施設等に配置換えとなっても制度上の復帰はできませんので、
制度上の退職又は契約対象外施設等異動のままとなります。
③�　同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成２８年４月１日以後に加入し、当該施設等に配置換
えをしてきた職員は、配置換えした日の前日をもって制度上の退職又は配置換えした日をもって契約対象
外施設等異動となります。
④�　既加入職員である平成２８年３月３１日までに同一共済契約者で加入した被共済職員の配置換えの場合
だけが、当該施設に加入できます。この場合、引き続き公的助成の対象となります。
⑤�　他の共済契約者に従事していた職員であって、継続異動を希望する場合であっても加入できません。（異
動前の共済契約者での退職となります。）
⑥�　他の共済契約者に従事していた職員であって、合算申出を希望する場合であっても加入できません。（異
動前の共済契約者での退職となります。）

（※�）契約対象外異動とは、異動前と復帰後の被共済職員期間が合算できる制度ですが、次のいずれの条件も
満たす必要があります。

　ア．引き続き１年以上被共済職員である者（加入１年未満の職員は契約対象外異動できません。）
　イ．５年以内に再び同一共済契約者が経営する共済契約対象施設に復帰する予定がある者
　※�契約対象外異動した職員は特定介護保険施設等に復帰しても公的助成の対象とはなりません。（新規加入
職員同様、単位掛金額の３倍が必要となります。）

イ�　「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」については、取下届（様
式については機構より送付します。）を機構に提出することにより、取り下げることができます。
この場合、届出日から加入要件を満たす職員は全て加入させなければなりませんので、遅滞な
く「被共済職員加入届」を提出してください。

　※�なお、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」については、平成２８年
度の制度改正時のみに受付けた届出であるので、遡って届出を受け付けることはできませんが、現
在において平成２８年３月３１日までに開設している施設で、平成２８年４月１日以降の加入につ
いて共済契約を部分解除する場合は、退職手当共済契約部分解除の手続きがこれに代わります。

① 新規加入 

② 契約対象外施設からの復帰 

③ H28.4.1 以後に加入した被共済職員の配置換え 

④ 既加入（H28.3.31 以前加入） 

×

○ 「平成２８年４月１日以後加入さ

せない届出（障害者支援施設

等）」を提出している特定介護

保険施設等

⑤ 継続異動 

⑥ 合算申出 

×

他の共済契約者から 

同一共済契約者内 
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②�　平成２８年３月３１日までに開設している施設等で「平成２８年４月１日以後加入させない届
出（障害者支援施設等）」を提出していない場合
（ア�）既加入職員及び新規加入職員（平成２８年４月１日以後に在籍し、かつ、加入要件を満たし

ている①から⑤までの者）は全て加入させなければなりません。

①�　平成２８年４月１日以後に採用された職員
②�　平成２８年４月１日以後に同一共済契約者の契約対象外施設等から復帰してきた職員
③�　同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成２８年４月１日以後に加入し、当該施設等に配置換
えをしてきた職員
④�　平成２８年４月１日以後に他の共済契約者の契約対象施設等から継続異動してきた職員
⑤�　被共済職員期間の合算申出を希望している職員

（イ�）平成２８年４月１日以後に加入した被共済職員について「退職手当共済契約部分解除通知書」
を提出した場合、当該施設における既加入職員以外の職員については、「平成２８年４月１日」
を「解除日」と読み替えて、前記４の（２）の①のアの扱いとなりますのでご注意ください。

③�　平成２８年４月１日以後に特定介護保険施設等に分類される障害者支援施設等を新たに経営し
て加入を申し出る場合
機構に申し出て加入する特定介護保険施設等の既加入職員及び加入要件を満たす新規採用職員は、
施設・事業ごとに全員加入させなければなりません。

※既加入職員だけで申し出ることはできません。
新規採用職員も含めて施設・事業ごとに加入要件を満たす職員全員が加入しなければなりません。
※�平成２８年４月１日以後に加入した被共済職員を対象とする部分解除を行うことはできません。

既加入職員（配置換え含む。）
平成２８年３月３１日までに加入した職員  

新規加入職員

引き続き公的助成の対象となります。 

公的助成対象外（単位掛金額の 3 倍）となります。 

「平成２８年４月１日以後加入さ

せない届出（障害者支援施設

等）」を提出していない特定介

護保険施設等 

 
                                      

        

新規採用職員 

平成２８年４月１日以後に採用した職員  

平成２８年４月１日以後新

たに障害者支援施設等

を経営し、加入を申し出

る特定介護保険施設等 

※加入させないことはできません。 

既加入職員 
平成２８年３月３１日までに加入した職員 

配置換え後も引き続き公的助成の対象職員 

となります。 

公的助成対象外（単位掛金額の３倍）の

職員です。 
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④�　障害者総合支援法等に関する障害者支援施設等であっても、特定介護保険施設等として申し出
ない場合
当該施設・事業に配置換えになる既加入職員については、引き続き被共済職員でいることはでき
ませんので、制度上の退職又は契約対象外異動の手続きをしてください。

※ただし、契約対象施設等に配置換えになったときは、その時から加入しなければなりません。

 

加入を申し出ない場合 

新規採用職員 
平成２８年４月１日以後に採用した職員 

既加入職員 
平成２８年３月３１日までに加入した職員 

制度上の退職、又は契約対象外異動の手続き 
をお取りください。 

被共済職員とはなりません。 

引き続き被共済職員でいることはできません。
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　本俸月額2
１　本俸月額について
・「格付本俸」＋「俸給の調整額」の額で、退職手当金の計算基礎となるものです。

・�ただし、俸給の調整額は、「３　俸給の調整額について」に該当しない場合は、加えることはで
きません。

２　格付本俸について
・共済契約者が、給与規程で定める本俸額です。

・‌�ただし、給与規程で本俸が定められていない職員は、雇用契約書で定める労働条件をもとに計
算した額となります。

・‌�被共済職員退職届に記入する退職した月以前６か月の本俸月額は、介護休業、育児休業、育児
にかかる時間短縮勤務、欠勤等によって調整された支給額ではありません。

・�実際の支給額ではなく、給与規程で定める本俸額を記載してください。

（１）日給・時給の場合の格付本俸
※休憩時間を除く１日８時間（週４０時間）を上限として計算してください。

雇用契約の結び方 計算方法

①
勤務日数・勤務時間が
正職員と同じ（1日 8
時間週 40時間）

日給× 21日（週 5日の場合）
例① 8,000 円（日給）× 21日（週 5日）＝ 168,000 円
例② 1,000 円（時給）× 8 時間（1 日の労働時間）× 21 日（週 5 日）＝
168,000 円

②
週当たりの勤務日数が
決まっている

日給×週当たりの勤務日数÷ 5× 21日
例① 8,000 円（日給）× 4日（週当たりの勤務日数）÷ 5× 21日＝ 134,400
円
例② 1,000 円（時給）× 7時間（1日の労働時間）× 4日（週当たりの勤務日数）
÷ 5× 21日＝ 117,600 円

③
月当たりの勤務日数が
決まっている

日給×月当たりの勤務日数
例① 8,000 円（日給）× 16日（月当たりの勤務日数）＝ 128,000 円
例② 1,000 円（時給）× 8時間（1日の労働時間）× 16日（月当たりの勤務日数）
＝ 128,000 円

④
曜日ごとに勤務時間や
時給の金額が決まって
いる

（月曜日の日給＋火曜日の日給＋…略…＋日曜日の日給）÷ 5× 21日
例｛8,000 円（月曜日：夜勤のため日給）＋ 1,000 円× 8時間
（水曜日：日勤のため時給）＋ 8,000 円（木曜日：夜勤のため日給）＋ 1,000 円
× 4時間（土曜日：短時間の日勤）｝÷ 5× 21日＝ 117,600 円

⑤ 隔週での出勤がある

｛毎週出勤する曜日の日給合計＋（隔週で出勤する曜日の日給合計÷ 2）｝÷ 5×
21日
例｛8,000 円× 5日（毎週出勤する月～金曜日の日給合計）＋ 4,000 円（隔週
で出勤する土曜日の日給）÷ 2｝÷ 5× 21日＝ 176,400 円
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⑥
勤務日がシフト表によ
る

実支給額のうち、各種手当を除いた部分の直近 6ヶ月の平均（給与支払い実績
がない場合は、勤務予定表の労働時間数から支払い予定額を計算し、その金額を
登録してください。）

※�日給月給制の格付本俸は、実際に支給された金額ではなく、「日給×２１日」のように原則「２１
日」で計算することになっています。ただし、上記③のように雇用契約書で、月当たりの勤務
日数が決まっているような場合を除きます。

（２）年俸制の場合の格付本俸
次の式で計算します。
　（年俸金額－※控除金額）÷１２か月
※�ただし、給与規程（支給の明細書を含みます。）で年俸に、次の額が含まれると規定している場
合は、その額を控除して計算します。
①�　賞与相当額
②�　従事回数など出来高に応じて計算される手当に相当するもの
③�　労働基準法の管理監督者に支給される管理職手当に相当するもの
④�　地域の物価差を調整する目的で支給される手当に相当するもの
⑤�　その他、扶養手当や通勤手当など労働への直接的な報酬ではないもの

３�　俸給の調整額について
俸給は、職務の負担や困難度など勤務条件を考慮して決められるべきものであり、保育士など職
種別に俸給表を作成することが望ましいものです。
しかし、業務の特殊性が著しい場合や、管理運営上の支障になるため多種の俸給表作成ができな
いなど、俸給表の本俸額では職員の労働に見合わない場合があります。このような場合には、国家
公務員の給与制度では、本俸額に加算するための調整額表を設けて、俸給の調整を行っており、「俸
給の調整額」と呼んでいます。
当退職手当共済制度では、この趣旨を踏まえ、次の「基本となる事項」を満たす手当のうち、当
機構が適当と認めた手当を、退職手当金の計算の基礎として、本俸と同等に扱うこととします。

（１）基本となる事項
①�　負担・困難度が高い業務に対して支給するもの
②�　業務負担が格付本俸の額では見合わないため、その是正・調整が支給目的であること
③�　支給対象となる業務の内容が具体的に記載されていること
④�　固定額（または本俸に対する固定率）で、毎月かつ月額で支給されること
⑤�　上記の①から④のすべてに該当することを確認できる文言が、給与規程において明記されて
いること
※�手当の名称のみで判断はいたしません。
※�処遇改善加算等（「介護職員処遇改善支援補助金」等を含みます。）による手当であることが給
与規程に明記されている場合上記①〜③を満たすものとして扱います。
※�上記④の毎月定額支給であることが給与規程で確認できないケースが非常に多いです。登録申
請前に今一度ご確認ください。

（２）認めているもの
①�　措置費において算定される「給与特別改善費」
②�　過去に上記⑴の事項を満たすとして機構が認めている手当

（３）認めていないもの
①�　賞与
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　　➡�　期末手当、奨励手当など
②�　就業規則（または雇用契約）で定めた基本時間外の労働に対する手当
　　➡�　残業手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日出勤手当など
③�　労働の負荷で算定されないもの
　　➡�　住居手当、扶養手当、地域物価調整手当、通勤手当など
④�　管理・監督・指導業務に対する手当のうち、労働基準法上の管理監督者に支給されるもの
　　➡�　管理職手当など

注  俸給の調整額は、登録申請されても認められない場合があることをご了承ください。
下記は、俸給の調整額の視点で判断しやすい給与規程の条文例です。
　 例  ＊＊手当
　�「・・・・を担当する職員（＊＊＊＊の資格による・・・・業務を行う者）の労務負荷が高く、給与表で定める本俸額
を超えると理事長が認めた場合に、本俸の調整を目的に支給する。なお、手当の金額は、毎年度、予算の範囲で
決定し、毎月同額を支給する。」

　➡　業務の負担に対する支給が明確です。
　➡　労務負荷を調整する理由と目的が明確です。
　➡　金額について「毎月同額」とすることが明記されています。

注 「俸給の調整額」は、事前に登録申請が必要です。
登録申請は退職手当共済システムから行ってください。なお、インターネット環境が無い等の理由により、退職手
当共済システムのご利用が困難な場合は、以下の方法で申請してください。

『「俸給の調整額」対象手当登録申請書』を作成し、給与規程の該当部分（別表を含む）の写しを添えて、郵送また
はＦＡＸにて提出してください。
申請書をご提出いただいた場合、後日結果通知をお送りいたします。対象手当として認められる旨の通知が届いた
際に俸給の調整額として記載することができます。

　※『「俸給の調整額」対象手当登録申請書』は、当機構のホームページに掲載をしています。
　　福祉医療機構ホームページ　➡　退職手当共済事業　➡　５ 各種届出等書類
　　➡　任意の書類（手続き上、必要が生じた場合の書類）　➡　「俸給の調整額」対象手当登録申請書
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　被共済職員期間3
１　被共済職員期間の考え方について
被共済職員期間の報告は月単位で行いますが、退職手当金の算定は年単位となりますので「被共
済職員期間となる月」を合算し、１年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。

（例）被共済職員期間となる月が１４か月（１年２か月）の場合

　※　被共済職員期間となる月が１年２か月あったとしても、被共済職員期間は１年となります。

２　被共済職員期間となる月
 「被共済職員期間となる月」とは、共済契約対象施設等に「業務に実際に従事した日数」と、「従
事したとみなす日」の合計日数が、１か月のうち１０日を超える月のことをいいます。また、「被
共済職員期間とならない月」とは、共済契約対象施設等の「業務に従事した日数」が１か月のうち
１０日以下の月をいいます。「業務に実際に従事した日数」及び「従事したとみなす日」の詳細につ
いて次表のとおりです。

「実際に従事した日」 実際に施設・事業の業務に従事した日（出張及び外勤日を含む）です。

「従事したとみなす日」 ①�　被共済職員が「業務上の負傷又は疾病」にかかり療養のために休養していた期
間
②�　女性である被共済職員が出産した場合・・・出産予定日前６週間（多胎妊娠の場
合にあっては１４週間）及び出産後８週間
③�　共済契約者が就業規則に規定する年次有給休暇・・・１年につき２０日を限度
④�　被共済職員の介護休業期間・・・対象家族 1人につき、要介護状態に至るごとに
1回、通算９３日まで
⑤�　育児休業期間・・・「育児休業の月」の月数の２分の１に相当する月数は被共済
職員期間に算入

（１）年次有給休暇について
 共済制度上、年次有給休暇については、「従事したとみなす日」として扱えるのは、就業規則に
より定められた年次有給休暇が付与された時点から１年につき２０日を限度としていますので、被
共済職員が取得した年次有給休暇日数が、２０日を超えている場合は、次のとおり扱われることを
推奨します。

端数切捨て

12か月

退職手当金の計算の
基礎となります。 
（年単位）

被共済職員期間 ＝ １年

被共済職員期間となる月 ＝１年２か月

14か月加入
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日数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

２０日

１９日

１８日

１７日

１６日

１５日 年休

被共済職員期間となる月 １４日 年休

１３日 年休 年休 年休 年休

１２日 年休 年休 年休 年休 年休 年休

１１日 年休 年休 年休 年休 年休 年休 年休 年休

１０日 年休 年休 年休 年休 年休 年休 年休 年休

被共済職員期間とならない月 ９日 年休 年休 年休 年休

【出勤日数１０日以下の月】 ８日 年休 年休

７日 年休

６日 年休

５日 年休

４日 年休

１５日 ３日 年休

被共済職員期間となる月 ２日 年休

１０か月 １日 出勤

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

１ ９ １２ ９ １０ ７ ８ ９ ８ ９ １５ １５ －

１４ ４ １ ３ ３ ３ ４ ２ ３ ３ ０ ０ ４０日

０ ２ ０ ２ １ ０ ３ ２ ３ ２ ０ ０ １５日

１ １１ １２ １１ １１ ７ １１ １１ １１ １１ １５ １５ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ １０か月

○ ○ ２か月

８月 ５月 ７月 １１月 １月 １０月１２月 ４月

１ ２ ２ ２ ２ ３ ３ １０

１ ３ ５ ７ ９ １２ １５ ２５

（参考）本事例は、日付順で「従事したとみなす日」とすると「被共済職員期間とならない月」が「１か月」多くなってしまいます。

４月 ５月 ７月 ８月 １０月１１月１２月 １月

１０ ２ ２ １ ３ ２ ３ ２

１０ １２ １４ １５ １８ ２０ ２３ ２５

（（参参考考））年年次次有有給給休休暇暇（（※※本本解解説説でではは「「年年休休」」とといいいいまますす。。））をを１１年年でで２２００日日をを超超ええてて取取得得ししてていいるる場場合合

　共済制度上「従事したと
みなす日」とした「年休」

出勤 出勤

【出勤日数（※従事したとみなす日
を含む）１０日を超える月】

出勤

出勤
出勤 出勤 出勤 出勤

出勤 出勤
出勤

　　年年休休ににつついいててはは、、１１年年でで２２００日日のの範範囲囲内内でで共共済済制制度度上上「「従従事事ししたたととみみななすす日日」」ととししてて扱扱ううここととががででききまますす。。２２００日日をを
超超ええてて取取得得ししてていいるる場場合合、、必必ずずししもも取取得得ししたた日日付付順順にに「「従従事事ししたたととみみななすす日日」」ととすするる必必要要ははあありりまませせんん。。月月単単位位でで、、どど
のの年年休休をを「「従従事事ししたたととみみななすす日日」」ににすするるかかにによよりり「「被被共共済済職職員員期期間間ととななるる月月」」のの月月数数がが、、異異ななるる場場合合ががででててききまますす
ののでで、、ごご留留意意くくだだささいい。。

　　ななおお、、本本事事例例でではは、、留留意意点点をを分分かかりりややすすくくすするるたためめ、、年年休休付付与与ののタタイイミミンンググをを４４月月でで仮仮定定しし、、そそのの他他のの要要素素はは考考慮慮しし
なないいでで、、４４月月時時点点でで年年休休がが４４００日日使使用用可可能能なな状状況況でで、、複複数数のの月月でで年年休休をを取取得得ししてていいるるケケーーススをを紹紹介介ししてていいまますす。。

合計日数（①＋➁）

　共済制度上「業務に従事
したとみなした日数」

区分

　出勤日数（①）

　実際の年次有給休暇の取得日数

　年休取得日数のうち共済制度上
「業務に従事したとみなす日数」（②）

区分
  １１年年でで２２００日日をを超超ええるる為為、、「「１１２２月月」」及及びび
  「「１１月月」」はは、、「「被被共共済済職職員員期期間間ととななららなないい
  月月」」ととななりりまますす。。

「従事したとみなす日」とした日数

 累計（1年で２０日の範囲内）

　被共済職員期間となる月（１０日超）

　被共済職員期間とならない月（１０日以下）

１．出勤日数が１０日を超えている月は「被共済職員期間となる月」になるので、その月の年休は「従事したとみな
　す日」とする必要はありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６月・２月・３月）

２．出勤日数と年休を合計しても１０日以下の月は、「被共済職員期間とならない月」となりますので、その月の年
　休は「従事したとみなす日」としません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９月）

 累計（1年で２０日の範囲内）

３．出勤日数と年休を合計して１０日を超える月は、その月に取得した年休を１０日を超えるために必要な日数を
　「従事したとみなす日」とすることで「被共済職員期間となる月」となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(５月、７月、８月、１０月、１１月、１２月、１月)

　「従事したとみなす日」とする日数が少ない月から順番に充てていくことで、より多くの月を「被共済職員期間と
　なる月」にすることが可能です。本事例では次のとおりとなります。

「従事したとみなす日」とした日数

区分
  １１年年でで２２００日日をを超超ええててししままうう為為、、「「４４月月」」
  はは、、「「被被共共済済職職員員期期間間ととななららなないい月月」」とと
  ななりりまますす。。

１年で２０日の範囲内本事例では、４月は、敢えて「従事した日とみなす日」としない方が、「被共済職員期間となる月」が多くなります。(※下記参考)
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（２）被共済職員の介護休業期間について
 「介護休業」とは、介護を要する家族を抱える被共済職員が退職することなく一定期間介護のた
めに休むことのできる制度のことで、以下の場合が認められます。
①�　介護休業を申し出ることができる職員は、要介護状態（負傷、疾病又は身体上若しくは精神
上の障害により２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。）にある対象家族
（配偶者、父母及び子、配偶者の父母等）を介護する被共済職員のすべてです。
②�　対象家族 1人につき、要介護状態に至るごとに 1回、通算９３日までの間で労働者が申し出
た期間（複数回の取得が可能）介護休業を取得することができます。

（３）育児休業期間について
被共済職員が育児休業により共済契約対象施設等の業務に従事しなかった場合で、その業務に従
事しなくなった日の属する月からその業務に従事することとなった日の属する月までのことを「育
児休業の月」といいます。ただし、その業務に従事しなくなった日の属する月において、業務に従
事した日数が１０日を超える月である場合は、その月は当然「被共済職員期間となる月」になりま
すので「育児休業の月」から除外されます。この「育児休業の月」の月数の２分の１に相当する月
数は被共済職員期間に算入されます。
※�例えば「育児休業の月」が７か月の場合、2分の１に相当する月数の３. ５か月が被共済職員期
間に算入されます。
当共済制度にいう育児休業について、以下の点にご留意ください。
①�　育児休業の期間は、女性職員の場合にあっては産後の休業期間が終了した日の翌日から育児
に係る子が満１歳に達する日までの期間（誕生日の前日）、男性職員の場合にあっては子の出産
日もしくは出産予定日のいずれか早い日以降育児に係る子が満１歳に達する日までの期間です。
②�　次の場合、育児休業を再取得することができます。
　・�第２子以降の産前産後休業等の開始により、育児休業を一度終了したものの、産前産後休業

等の対象となる子等の死亡などにより産前産後休業等が終了した場合
　・�介護休業の開始により育児休業を一度終了したものの、介護休業の対象となる家族の死亡等

により介護休業が終了した場合
　・‌�子の養育を行っている配偶者が死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困難になっ

た場合
　・婚姻の解消等により、子の養育を行っている配偶者が子と同居しなくなった場合
　・‌�子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたって世話

を必要とする状態となった場合
　・�保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
③�　次の場合、子が１歳６か月又は２歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
　・‌�保育所等に入所を希望しているが、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、

入所できない場合
　・‌�子の養育を行っている配偶者であって、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、

子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾病等、離婚等により子の養育することが
できなくなった場合

④�　次の場合、子が１歳２か月に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
　・‌�同一の子について配偶者が子の１歳到達日以前に、育児休業を取得する場合�

ただし、育児休業取得期間の限度は、１年間（女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業
期間を含む）となります。
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※上記例示は、男性職員がパパ・ママ育休プラスを利用して２か月延長した場合ですが、 

女性職員がパパ・ママ育休プラスを利用した場合も同様の取扱いとなります。  

出産日（2024.5.2） 

産前6週間（みなす日） 産後8週間（みなす日） 

女性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

男性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 

最大

女性職員 

産前6週間 

男性職員 

育児休業の月 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 最大２か月延長

産後8週間 育児休業の月 

出産日（2024.5.2） 

出産日（2024.5.2） 

産前6週間 産後8週間 

全職員 

育児休業の月 

男性職員（産後８週間以内に育児休業を取得した場合） 

育児休業の月 

育児休業開始年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 

育児休業終了年月日 

育児休業の月 

育児休業の月

育児休業終了年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 育児休業開始年月日（分割取得） 育児休業終了年月日（分割取得） 

さらに最大 

６か月延長

６か月延長

 

 

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳6か月に達する日

（2025.11.1）

育児に係る子が

満２歳に達する日

（2026.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳２か月に達する日

（2025.7.1）

通常取得の場合
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※上記例示は、男性職員がパパ・ママ育休プラスを利用して２か月延長した場合ですが、 

女性職員がパパ・ママ育休プラスを利用した場合も同様の取扱いとなります。  

出産日（2024.5.2） 

産前6週間（みなす日） 産後8週間（みなす日） 

女性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

男性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 

最大

女性職員 

産前6週間 

男性職員 

育児休業の月 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 最大２か月延長

産後8週間 育児休業の月 

出産日（2024.5.2） 

出産日（2024.5.2） 

産前6週間 産後8週間 

全職員 

育児休業の月 

男性職員（産後８週間以内に育児休業を取得した場合） 

育児休業の月 

育児休業開始年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 

育児休業終了年月日 

育児休業の月 

育児休業の月

育児休業終了年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 育児休業開始年月日（分割取得） 育児休業終了年月日（分割取得） 

さらに最大 

６か月延長

６か月延長

 

 

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳6か月に達する日

（2025.11.1）

育児に係る子が

満２歳に達する日

（2026.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳２か月に達する日

（2025.7.1）

育児休業の分割取得の場合

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※上記例示は、男性職員がパパ・ママ育休プラスを利用して２か月延長した場合ですが、 

女性職員がパパ・ママ育休プラスを利用した場合も同様の取扱いとなります。  

出産日（2024.5.2） 

産前6週間（みなす日） 産後8週間（みなす日） 

女性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

男性職員 

育児休業の月（２分の１がみなす日） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 

最大

女性職員 

産前6週間 

男性職員 

育児休業の月 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 最大２か月延長

産後8週間 育児休業の月 

出産日（2024.5.2） 

出産日（2024.5.2） 

産前6週間 産後8週間 

全職員 

育児休業の月 

男性職員（産後８週間以内に育児休業を取得した場合） 

育児休業の月 

育児休業開始年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 

育児休業終了年月日 

育児休業の月 

育児休業の月

育児休業終了年月日（分割取得） 

育児休業開始年月日 育児休業終了年月日 育児休業開始年月日（分割取得） 育児休業終了年月日（分割取得） 

さらに最大 

６か月延長

６か月延長

 

 

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳6か月に達する日

（2025.11.1）

育児に係る子が

満２歳に達する日

（2026.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

満１歳に達する日

（2025.5.1）

育児に係る子が

１歳２か月に達する日

（2025.7.1）

パパ・ママ育休プラスの場合

例 

例 

例 
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育児休業を報告する場合（新規登録）

育児休業終了日を変更する場合
（前年度の掛金納付対象職員届で令和６年４月３０日を育児休業終了日としていたものを変
更したい場合）

例３

例１

例２

各種届出による育児休業期間の報告方法

制度概要編

※掛金納付対象職員届では、１人目の育児休業終了日を変更（例２）し、２人目の育児
休業を新規登録（例１）する等、複数の報告が行えます。

３ 再取得２ 変更１ 新規

２日０５月０６年０
元号
令和

出産日

２０５０６０
元号
令和

育児休業
開始日

１３７０６０
元号
令和

育児休業
終了日

３ 再取得２ 変更１ 新規

２日０５月０６年０
元号
令和

出産日

１０１１６０
元号
令和

育児休業
開始日

１３３０７０
元号
令和

育児休業
終了日

３ 再取得２ 変更１ 新規

２日０５月０６年０
元号
令和

出産日

８２６０６０
元号
令和

育児休業
開始日

１０５０７０
元号
令和

育児休業
終了日

３ 再取得２ 変更１ 新規

１日０５月０５年０
元号
令和

出産日

７２６０５０
元号
令和

育児休業
開始日

１３５０６０
元号
令和

育児休業
終了日

１．保育所に入所を希望しているが入所できない。半年延長の理由

婚姻の解消等により、子の養育を行っている配偶者が子と同居しなくなった場合

各種届出による育児休業期間の報告方法

例 1

例 2

例 3
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　被共済職員期間の「合算」4

 「合算」とは、退職により途切れることとなる前後の被共済職員期間を合算して、退職手当金の
算定の基礎期間とするものです。

１　「合算制度利用申出書」の提出による合算
転職等により退職し、再び被共済職員となった場合、前後の被共済職員期間を合算する制度です。

次の①から⑤の条件をすべて満たす場合に、ご利用いただけます。

①�　前の勤務先で、被共済職員として継続して１年以上（被共済職員期間となる月の合計は、
１２か月未満でも構いません。）勤務していること。

②�　前の勤務先を退職した際に、退職手当金を請求していないこと。

③�　退職した日から起算して３年以内に、共済契約対象の施設に加入要件を満たして就職したこ
と。

④�　再就職した際に、機構あてに合算制度を利用する申し出を行ったこと。

⑤�　退職した理由が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行でないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特定介護保険施設等職員は、合算後は、公的助成の経過措置の対象となりません。＞ 

※１．合算手続き…退職した時、「被共済職員退職届（約款様式第７号）」、「合算制度利用申出書（１回目）」

（約款様式第７号の３）」を、加入した時、「合算制度利用申出書（２回目)」（約款様式第７号の３）」をご提出く

ださい。 

※２．異動先の施設が、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」、「平成２８年４

月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正

後職員の部分解除）」を提出している場合は、加入できないので、合算できません。 

 

復帰期限：退職日から起算して３年以内 

例 

＜加入要件を満たす雇用契約＞ 

被共済職員期間 ａ と被共済職員期間 ｂ を合算します。 

（R7.3.31 ～ R10.3.30） 

被共済職員期間 ａ 

契約対象施設等 

被共済職員期間 ｂ 

加入日（※１） 

（R8 .4.1※復帰期限内） 

被共済職員期間 

に含まれない期間 

制度上の退職日（※１） 

（R7.3.31） 

契約対象施設等 

共済契約者Ａ又は、 

共済契約者Ｂ 

＜在籍期間が１年以上＞ 

共済契約者Ａ 

例
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２　共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算
本制度では、共済契約の対象施設の職員が、同じ共済契約者が開設している共済契約対象ではな
い施設に配置換えとなると、退職扱いとなります。

ただし、次の条件を満たして、再び配置換えで共済契約の対象施設の職員となった場合には、前
後の被共済職員期間を合算することができます。（特定介護保険施設等に復帰した場合、公的助成の
対象外となることから、単位掛金額の３倍の掛金が必要になります。）

①�　被共済職員として継続して１年以上（被共済職員期間となる月の合計は、１２か月未満でも
構いません。）勤務していること。（合算で採用した職員については１年未満でも構いません。）

②�　契約対象外施設に配置換えとなった際に、「共済契約対象（外）施設等異動届」（様式第９号）
を機構あてに提出し、退職手当金は請求していないこと。

③�　異動日の前日から起算して５年以内に、同じ経営者の共済契約対象の施設に配置換えとなり、
加入要件を満たしたうえで再び加入手続き（「共済契約対象（外）施設等異動届」（様式第９号）
を機構あてに提出）をしていること（注）。

（注）‌�契約対象施設のうち、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等新
規加入職員の非加入）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等新規
加入職員の非加入）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）」
を提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。復帰できる施設がない場合、契約
対象外施設へ異動した時点で退職となります。

 

 

 

 

 

 

    

  

   

 

 

 

 

＜在籍期間が１年以上＞ 

        

 

 

 

＜特定介護保険施設等職員は、合算後は、公的助成の経過措置の対象となりません。＞ 

 

※１．「異動した場合」、「復帰した場合」それぞれのタイミングで「契約対象（外）施設等異動届」（約款様式 

第９号）を機構に提出してください。 

※２．合算を希望しない場合、本事例では、「Ｒ７．３．３１」が退職日となりますので、被共済職員退職届（様 

式第７号）をご提出ください。また、「被共済職員期間となる月」が１２か月以上の場合は、退職手当金請

求書（様式第７号の２）と一緒にご提出ください。 

 

＜間違えやすい手続き事例＞ 

制度改正前から同一共済契約者に加入している職員が、契約対象外施設等に異動し、その後、制度 

改正後非加入とする手続きをしている施設等へ異動しても復帰したことになりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

被共済職員期間に含まれない期間 

契約対象外施設等に異動すると制度上「退職」となるので、その後、平成１８年制度改正後非加入とする手続きを

している特養に異動しても、契約対象外施設等から契約対象外施設等に異動しただけで、合算できません。 

※平成２８年制度改正後非加入とする手続きをしている障害者支援施設等でも同様の取扱いとなります。 

復帰期限：異動日の前日（制度上の退職日）から起算して５年以内 

例 

＜加入要件を満たす雇用契約＞ 

被共済職員期間 ａ と被共済職員期間 ｂ を合算します。 

（R7.3.31 ～ R12.3.30） 

共済契約者 A 

被共済職員期間 ａ 

契約対象施設等 契約対象外施設等 

異動日（※１）（R7.4.1） 

被共済職員期間 ｂ 

異動日（復帰※１） 

（R9.4.1※復帰期限内） 

被共済職員期間 ａ 

最終在籍日（R7.3.31） 

制度上の退職日 

平成１８年制度改正後非加入と

する手続きをしている特養 X 

指定居宅介護支援事業

（契約対象外施設等） 

異動日（R7.4.1） 

平成１８年制度改正後非加入と

する手続きをしている特養 X 

被共済職員期間に含まれない期間 

最終在籍日（R7.3.31） 

制度上の退職日（※２） 

異動日（R9.4.1） 

契約対象施設等 

共済契約者 A 

例
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＜在籍期間が１年以上＞ 

        

 

 

 

＜特定介護保険施設等職員は、合算後は、公的助成の経過措置の対象となりません。＞ 

 

※１．「異動した場合」、「復帰した場合」それぞれのタイミングで「契約対象（外）施設等異動届」（約款様式 

第９号）を機構に提出してください。 

※２．合算を希望しない場合、本事例では、「Ｒ７．３．３１」が退職日となりますので、被共済職員退職届（様 

式第７号）をご提出ください。また、「被共済職員期間となる月」が１２か月以上の場合は、退職手当金請

求書（様式第７号の２）と一緒にご提出ください。 

 

＜間違えやすい手続き事例＞ 

制度改正前から同一共済契約者に加入している職員が、契約対象外施設等に異動し、その後、制度 

改正後非加入とする手続きをしている施設等へ異動しても復帰したことになりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

被共済職員期間に含まれない期間 

契約対象外施設等に異動すると制度上「退職」となるので、その後、平成１８年制度改正後非加入とする手続きを

している特養に異動しても、契約対象外施設等から契約対象外施設等に異動しただけで、合算できません。 

※平成２８年制度改正後非加入とする手続きをしている障害者支援施設等でも同様の取扱いとなります。 

復帰期限：異動日の前日（制度上の退職日）から起算して５年以内 

例 

＜加入要件を満たす雇用契約＞ 

被共済職員期間 ａ と被共済職員期間 ｂ を合算します。 

（R7.3.31 ～ R12.3.30） 

共済契約者 A 

被共済職員期間 ａ 

契約対象施設等 契約対象外施設等 

異動日（※１）（R7.4.1） 

被共済職員期間 ｂ 

異動日（復帰※１） 

（R9.4.1※復帰期限内） 

被共済職員期間 ａ 

最終在籍日（R7.3.31） 

制度上の退職日 

平成１８年制度改正後非加入と

する手続きをしている特養 X 

指定居宅介護支援事業

（契約対象外施設等） 

異動日（R7.4.1） 

平成１８年制度改正後非加入と

する手続きをしている特養 X 

被共済職員期間に含まれない期間 

最終在籍日（R7.3.31） 

制度上の退職日（※２） 

異動日（R9.4.1） 

契約対象施設等 

共済契約者 A 

３　契約解除に伴う合算
経営者と当機構の間での共済契約が解除（注）された場合、継続して１年以上被共済職員であっ
た職員は、次の①から③の条件をすべて満たすと、前後の被共済職員期間を合算します。

①�　解除されたことで被共済職員でなくなった日まで継続して１年以上被共済職員であったこと。

②�　被共済職員でなくなった日から起算して１か月を超え、同日から起算して５年以内に再び被
共済職員となったこと。

③�　再び被共済職員となってから引き続き１年以上被共済職員であったこと。

（注）ここでいう「解除」とは、次の事由によります。
・�　納付期限後２か月以内に掛金を納付しなかったことによる共済契約の解除
・�　被共済職員について中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約を締結したことによる共済契約の解除
・�　届出及び記録の作成保存等の義務履行の違反、立入検査の拒否又は妨害等を行ったことによる共済契約の解除
・�　被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の解除
・�　施設全体の被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の部分解除
・��　�特別養護老人ホーム等において、平成１８年４月１日以降に加入した被共済職員に関する共済契約の部分解除
・　�養護老人ホーム又は介護保険の指定を受けていない軽費老人ホームであった施設が、平成１８年４月１日以降、
介護保険の指定を受けた軽費老人ホームへの転換により「特定介護保険施設等」になる場合において、転換日（介
護保険の指定日）以後の軽費老人ホームの被共済職員に関する共済契約の部分解除

・　障害者支援施設等において、平成２８年４月１日以降に加入した被共済職員に関する共済契約の部分解除



─ 48 ─

制度概要編

　被共済職員期間の「通算」5

 「通算」とは、雇用主（共済契約者）が変更となる場合のうち、一定条件を満たす場合について、
当共済制度上では退職として扱わずに、一貫して雇用されていたものとして扱うものです。

１　継続異動制度の利用
現在の共済契約者から別の共済契約者に転職する場合、次の条件を満たすと、退職扱いとせずに、
被共済職員期間を通算します。
①�　現在の共済契約者と転職先の共済契約者が、施設運営上の理由により、人材を融通すること
で事前に合意をした転職であること。
②�　現在の共済契約者の退職日の翌日が、転職先の共済契約者への就職日であること。
③�　転職先の共済契約者が、異動後速やか（１か月以内）に、「共済契約者間継続職員異動届」（様
式第８号）を記入漏れなど不備なく、機構あてに提出すること。

※�１．継続異動手続き…異動前と異動後の共済契約者が作成した「共済契約者間継続職員異動届」（約款様式第８号）」を機構にご提出ください。継続異
動手続きの場合、異動前の共済契約者は、「被共済職員退職届」、異動後の共済契約者は、「被共済職員加入届」の提出は、それぞれ不要となります。

※�２．異動先の施設が、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支
援施設等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）」を提出している場合は、加入できないので、継続異動できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特定介護保険施設等職員は、継続異動後は、公的助成の経過措置の対象となりません。＞ 

 

※１．継続異動手続き…異動前と異動後の共済契約者が作成した「共済契約者間継続職員異動届」（約款様

式第８号）」を機構にご提出ください。継続異動手続きの場合、異動前の共済契約者は、「被共済職員退職

届」、異動後の共済契約者は、「被共済職員加入届」の提出は、それぞれ不要となります。 

※２．異動先の施設が、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」、「平成２８年４

月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正

後職員の部分解除）」を提出している場合は、加入できないので、継続異動できません。 

 

 

＜加入要件を満たす雇用契約＞ 

被共済職員期間 ａ と被共済職員期間 ｂ を通算します。 

被共済職員期間 ａ 

契約対象施設等 

被共済職員期間 ｂ 

退職日の翌日（転職先の加入日）（R7.4.1）（※１） 退職日（※１）（R7.3.31） 

契約対象施設等 

＜在籍期間が１年未満でも可＞ 

共済契約者Ａ 共済契約者Ｂ 

異動前と異動後の共済契約者が、施設運営上の理由により人材融通することで事前に

合意をした転職の場合であって、自己都合による転職の場合には、継続異動できません。 

1 日の空白も無く異動 

例

共済契約者Ａ 

被共済職員期間 1 年以上 

ａ 

2025.8.1 

解除日 

５年以内 

2021.4.1 

加入日

2028.4.1 

加入日

被共済職員期間 1 年以上 

ｂ 

被共済職員期間 ａ と被共済職員期間 ｂ を合算します。 

2029.3.31 

加入から 1 年

退職手当金は支給されません 

共済契約者Ｂ 

契約解除に伴う合算例
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２　経営者（共済契約者）の変更に伴う通算
法人の合併や施設の譲渡などにより、前の共済契約者に使用されていた被共済職員で引き続き、
後の共済契約者に使用される場合、最初から後の共済契約者の被共済職員であったものとみなし、
被共済職員期間を通算します。

３　契約解除に伴う通算
引き続き１年以上被共済職員であった者が、共済契約が解除（※）されたことにより被共済職員
でなくなった日から起算して１か月以内に再び被共済職員となり、引き続き１年以上被共済職員で
あったときは、その者は、その間引き続き被共済職員であったものとみなして被共済職員期間を通
算します。

�※　ここでいう「解除」とは、次の事由によります。
・�　納付期限後２か月以内に掛金を納付しなかったことによる共済契約の解除
・�　被共済職員について中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約を締結したことによる共済契約の解除
・�　届出及び記録の作成保存等の義務履行の違反、立入検査の拒否又は妨害等を行ったことによる共済契約の解除
・�　被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の解除
・�　施設全体の被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の部分解除
・��　�特別養護老人ホーム等において、平成１８年４月１日以降に加入した被共済職員に関する共済契約の部分解除
・　�養護老人ホーム又は介護保険の指定を受けていない軽費老人ホームであった施設が、平成１８年４月１日以降、
介護保険の指定を受けた軽費老人ホームへの転換により「特定介護保険施設等」になる場合において、転換日（介
護保険の指定日）以後の軽費老人ホームの被共済職員に関する共済契約の部分解除

・　障害者支援施設等において、平成２８年４月１日以降に加入した被共済職員に関する共済契約の部分解除

注  �被共済職員期間の合算及び通算の手続きに関する注意点
１�　異動先の施設が「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」、「平成２８年４月１
日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部
分解除）」を提出している場合、合算申出及び継続異動ができません。
２�　異動後の本俸月額が異動前の本俸月額より低額になる場合、合算申出や継続異動の手続きを行うことで職員の
不利となることがありますので、手続きの際には異動後の本俸月額や勤務期間の見通し及び退職手当金額の見込
みについて、職員と十分相談していただきますようお願いいたします。

１　本制度の「退職」の定義
本制度では、共済法で「被共済職員でなくなること（約款様式第 4号による契約解除以外の契約
解除を除く。）」を退職とすることが規定されています。

２　「退職」の該当・非該当
（１）退職に該当するもの
　①�　共済契約者との雇用契約が終了し、職員（＝労働者）として従事しなくなる場合

　本制度の「退職」6
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　　・一般的に「退職」と理解されているもの（依願退職、定年退職、解雇など）
　　・専任役員になる場合（職員からの就任または職員兼務の解除）
　　・他の組織へ「転籍出向」する場合　　　　など
　②�　加入要件を満たさない雇用条件に変更する雇用契約を締結した場合
　　・‌�雇用期間が１年未満の雇用契約。詳細は「３　被共済職員に関する事項」の「①加入対象職員」

の項にてご確認ください。
　　・１か月の労働時間が正職員の所定労働時間の３分の２未満の雇用契約
　③　本制度の契約対象外の施設等に配置換（異動）した場合
　　・‌�介護保険施設等は平成１８年４月から、障害者福祉施設等は平成２８年４月から、本制度

の改正により「特定介護保険施設等」に区分されました。この際に、「『制度改正以降の職
員新規加入はしない』手続き」を行った施設等に、制度改正以降の加入職員を配置換する
場合も、契約対象外の施設等に配置換（異動）に含みます。

　④　組織解散・施設廃止・施設譲渡などにより、「経営者でなくなる」共済契約解除の場合
　　・�譲渡施設とともに新たな共済契約者に移籍した職員は除きます。
　⑤　雇用契約期間満了に伴う「雇用契約更新」を行う場合
　　・‌�更新後の雇用条件が加入要件を満たす場合でも、契約更新のタイミングで「退職」として

退職手当金を請求できます。
　　・次項の「⑦退職・再加入」をご参照ください。
（２）退職に該当しないもの
　①�　本共済契約解除に伴い本制度から脱退する場合（前（１）④による共済契約解除を除きます）
　②　「共済契約者間継続職員異動届」により、他法人へ転籍異動する場合

３　「退職日」の整理
前記２（１）の「退職に該当する場合」について、本制度の書類に記載いただく退職日を例示します。
ご参考としてください。

ケース例 退　職　日

①�　共済契約者との雇用契約が終了し、職員（＝労働
者）として従事しなくなる場合

②�　加入要件を満たさない雇用条件に変更する雇用契
約を締結した場合

③�　本制度の契約対象に未登録の施設等に配置換（異
動）した場合

④�　組織解散・施設廃止・施設譲渡などにより、「経営
者でなくなる」契約解除の場合

⑤�　雇用契約期間満了等に伴う「雇用契約更新」を行
う場合

①�　退職等辞令記載の退職等の日
　　雇用契約書記載の雇用期間の満了日

②　加入要件を満たす雇用契約の終了日

③　配置換辞令記載の配置換えの日
　　配置換前の雇用契約の終了日

④　共済契約の解除日

⑤　更新前の雇用契約書記載の雇用期間の満了日
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１　退職・再加入について
雇用契約の切れ目で退職手当金を請求し、改めて加入し直すことを、「退職・再加入」と呼びます。
この手続きを行うことで、退職手当金の総受給額が、相対的に多くなる場合があります。
退職手当金を請求せずに、「継続加入」を選択することも可能ですので、条件に該当するときは、
必ず被共済職員に「退職・再加入」と「継続加入」のどちらかを希望するかを確認して、お手続き
をしてください。
※�退職前の雇用契約と新規の雇用契約の間に、１日以上の間があるときは、退職・再加入の対象
となりません。

２　退職・再加入の検討
（１）検討を推奨するケース
　・‌�本俸（基本給）の月額が下がる内容の新たな雇用契約を締結する場合には、「退職・再加入」と「継

続加入」の比較検討を推奨します。
　　（例）
　　　・定年退職の翌日からの嘱託雇用
　　　・正職員からパート職員等への雇用契約形態の変更
　　　・契約更新を機にした労働時間等の減への条件変更

（２）支給を受けられる退職手当金額の比較方法
　�　退職・再加入を選択した場合の退職手当金と、継続加入を選択した場合の退職手当金を計算し、
それぞれの金額を比較します。
　　※�　下記の例のような比較が簡単にできるツール「退職・再加入シミュレーション」を、当機構のホーム

ページ（退職共済事業）に掲載しています。ぜひご利用ください。

　退職・再加入7
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　�　上記の例のとおり、勤務期間や基本給額により、退職手当金額の大小が変わります。

３　留意事項
（１）退職・再加入を利用できない場合
　　以下の場合は、退職再加入の手続きは行えません。
　　①被共済職員期間が１年未満など、退職手当金を請求できない場合
　　②新たに締結する雇用契約以降は、本制度に加入できない場合
　　　・前記「⑥本制度の『退職』」の２（１）の②に該当する場合（P50）
　　　・前記「⑥本制度の『退職』」の２（１）の③に該当する場合（P50）
（２）共済契約者の掛金負担の増加
　�　介護保険施設等で平成１８年４月から、障害者福祉施設等で平成２８年４月から、本制度の
制度改正により「特定介護保険施設等」に区分され、掛金に対する公費補助が廃止されました
が、それ以前に加入した職員は、現時点で介護保険施設及び障害者福祉施設に従事していても、
経過措置として補助対象となっており、掛金額は単位掛金となっています。
　�　経過措置対象の職員が退職・再加入を利用すると、再加入後は公費補助が無くなり、掛金額
が単位掛金×３に増額となります。


